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１．序論 

1.1. 本研究の背景と目的 

我が国では，2018 年 12 月 25 日に首相官邸の政策

会議の一つである「外国人材の受入れ・共生に関す

る関係閣僚会議」で「外国人材の受入れ・共生のた

めの総合的対応策」が決定され，我が国の基本方針

の一つとなっているように，関係府省及び地方公共

団体においては多文化共生に係る取組がなされてい

るところである．我が国に在留する外国人数は過去

最高を記録し増加の一途をたどっており，外国人住

民を地域住民の隣人として見かけることも珍しくな

くなってきた．また，地域住民としての外国人住民

のみならず，都市部を中心としたコンビニエンスス

トアや飲食業で勤務する者としての外国人を見かけ

ることも増えてきている． 

内閣府政策統括官（経済財政分析担当）の分析

（2019）によれば「我が国では，女性や高齢者等と

併せて外国人材についても，雇用が増加している．

同じ基準でさかのぼることのできる 10 年前と比較

して，外国人労働者が就業者全体に占める割合は，

0.8％から 2.2%へと上昇した．」とされており，日常

生活で見かける光景がデータとしても示されている．

「出入国管理及び難民認定法」（以下「入管法」とい

う．）に基づく外国人の労働については，「技術・人

文知識・国際業務」をはじめとする就労を目的とし

た在留資格での労働（以下「就労系での労働」とい

う．），「留学」をはじめとする就労を目的としない在

留資格での資格外活動許可を得た上での労働（以下

「資格外活動での労働」という．）及び「日本人の配

偶者等」をはじめとする身分に基づく在留資格での

労働（以下「身分に基づく労働」という．）の 3 種類

に分類することが可能であるが，同内閣府の分析

（2019）によれば「外国人材の労働市場に関する分

析では，これまで賃金等の公的統計が存在しなかっ

たため難しかった．」ともされている．  

そのため，本研究では，国籍間での相違，経年で

の傾向，都道府県間のクラスタリングといった科学

的なデータを基にし，我が国に在留する外国人がど

のように増加してきたのかを地理情報システム

（GIS）を用いて概観するとともに，その増加が地域

経済に与える影響についても考察を試みる． 
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1.2. 関連分野の先行研究と本研究の位置付け 

外国人の在留に関する研究については，都道府県

や市町村といった地域を限定した形で，当該地域で

の外国人労働者に関する実態調査が，飯牟禮（2019），

中囿（2019），佐伯（2018），湯山・設楽（2018），金

ほか（2016）によって主に社会学の視点からなされ

ている．近年の外国人労働者の就労問題と入管制度

との問題についてのマクロ研究は，田中（2019），守

屋（2018）によってなされているが，いずれも統計

に基づく定量的な分析がなされておらず，また，GIS

の活用も考慮されていない．湯山・設楽（2018）に

よると，2.1.節で述べる傾向を反映し，例えばベトナ

ム人技能実習生に焦点を当てた調査・研究は 2015 年

以降になされているが，北海道，本州といった各地

域での調査・研究となっている．よりマクロでの動

向については石川（2005，2014）が実施した国勢調

査による外国人の個票データを用いた日本国内の移

動分析が代表的であるが，地域での就業について全

在留資格を対象としてマクロ的に，かつ，科学的に

捉えて分析されたものではない． 

駒井（2014）によれば，移民研究，すなわち外国

人の在留に関しては，これまで，法学，社会学，経

済学を中心とする社会科学分野が研究の中心であり，

法学分野では移民の人権擁護に主要な関心がおかれ，

社会学分野では就労や生活の実態の解明に力点がお

かれ，経済学では労働力需給の分析が重点的になさ

れてきた．そのため，1．章で述べた通り，これまで

主に人文社会科学で扱ってきた問題に対して，GIS

を用いて定量的に分析し，デジタル地図上に可視化

することに本研究の新規性がある． 

 

２．研究の方法 

2.1．研究対象の概要 

本稿執筆時点（2020 年 8 月 21 日．以下同じ．）で

の法務省出入国在留管理庁の最新の公表値によれば，

2019年末時点の在留外国人数は約 293万人で前年末

に比べ約 20 万人増加し過去最高を記録している（図

1）．国籍・地域別では，多い順に中国人，韓国人，

ベトナム人となっており，特にベトナム人の伸び率

が対前年比 24.5%の増と著しい．在留資格別では，

多い順に永住者，技能実習，留学となっており，特

に技能実習の伸び率が対前年比 25.2%の増と著しい．

都道府県別では，多い順に東京都，愛知県，大阪府

となっている． 

 

 

図 1 在留外国人数の推移（総数） 

（出典：法務省出入国在留管理庁 2020 年 3 月 27 日 報道発表資料） 
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一方，入管法に基づく在留資格者数だけでは，特

に「資格外活動での労働」の労働者数と「身分に基

づく労働」の労働者数を把握することができない．

しかし，「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基

づき，全ての事業主は，外国人労働者の雇入れ及び

離職時に厚生労働大臣（ハローワーク）へ届け出る

ことが義務付けられているため，届け出漏れ等はあ

り得るものの，当該外国人雇用状況の届出状況によ

り，国籍，在留資格等別に全在留外国人労働者の状

況を確認することができる．本稿執筆時点での最新

のものは，2020 年 1 月 31 日に厚生労働省から報道

発表された 2019 年 10 月末現在の「『外国人雇用状

況』の届出状況まとめ」である．同調査では外国人

労働者数が約 166 万人とされており，2007 年に届出

が義務化されて以降，過去最高を更新している（図

2）．ここで注目すべき点は， 

● 「就労系での労働」である「専門的・技術的

分野の在留資格」で就労する外国人労働者数は

全体の約 19.8%に過ぎない． 

● 技能実習生数の伸びのみならず，留学生のア

ルバイト等が該当する「資格外活動での労働」

で就労する外国人労働者数の割合が増加してき

ている． 

の 2 点である． 

 

2.2. 研究の方法 

石川（2005，2014）が分析したデータである国勢

調査は 5 年に一度の実施であり，またこの個票デー

タは政府統計の総合窓口（e-Stat）等を通じて広く

一般に利用できるようにはなっていない．そのた

め，広く一般に公開されているデータを用いて外国

人の在留状況を把握するとともに，外国人の増加を

直感的に理解するために，約 6 か月に一度公表され

ている在留外国人統計を GIS のデジタル地図上で

可視化することにより分析を試みた．表示の対象及

び方法は以下の通りである． 

● 在留外国人統計として，2020 年 7 月 21 日時

点で公開されている全データ（2012 年 12 月末

時点～2019 年 6 月末時点）を対象とし，都道

府県別に全在留外国人数を入力する． 

● 同じく 2020 年 7 月 21 日時点での直近の調査

である 2019 年 6 月末現在のデータでの国別・

地域別上位 6 か国（中国，韓国，ベトナム，フ

ィリピン，ブラジル，インドネシア）について

は，国別・地域別で都道府県別に在留外国人数

を入力する． 

 

 

図 2 在留資格別外国人労働者数の推移 

（出典：厚生労働省 2020 年 1 月 31 日 報道発表資料） 
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● 在留外国人統計として，2020 年 7 月 21 日時

点で公開されている全データ（2012 年 12 月末

時点～2019 年 6 月末時点）を対象とし，都道

府県別に全在留外国人数を入力する． 

● 入力されたそれぞれの外国人数を個別に，調

査時点毎に日本地図上に 5 段階の Natural 

Breaks (Jenks)で表示する． 

これにより，全ての在留外国人の日本での分布及び

国籍別外国人の日本での分布を視覚的に表現するこ

とが可能となるとともに，在留の状況を都道府県単

位で統計的にクラスタリングすることができる． 

 

３．外国人の在留状況の地域的遷移 

3.1．分析結果 

実施結果例として，2.1.節で示した，近年増加が

著しいベトナム人の在留状況を図 3 に示す．なお，

添えてある数字は，その時点で全国に在留するベト

ナム人総数である． 

図 3 で示されている通り，2012 年 12 月時点で

は，神奈川県がベトナム人の在住する最大の県であ

り，Natural Break（Jenks）でも単独で最大のクラス

タリング（Cat. I）がなされている．これに続く在

留が 2 番目に多いクラスタリング（Cat. II）とし

て，埼玉県，東京都，愛知県，大阪府及び兵庫県の

クラスタリングがなされている．そのため，この時

点ではいわゆる三大都市圏に在留ベトナム人が集中

していることが確認できる． 

一方，年を経るごとに三大都市圏以外でも，北海

道を一つの例とするように在留ベトナム人の増加と

集中が見られる．北海道では，2014 年 12 月時点ま

では色が付いておらず，最も低いクラスタリング

（Cat. V）であったが，2015 年 6 月には Cat. IV と

なり，ベトナム人の集中が始まったことが確認でき

る．その後，2017 年 12 月に Cat. III，2018 年 6 月

に再度 Cat. IV，2018 年 12 月に再度 Cat. III とな

り，2019 年 6 月では引き続き Cat. III となってい

る．ベトナム人の在留者数全体が伸びている中でも

クラスタリングのレベルが上がり，また，そのレベ

ルを維持していることは，北海道がベトナム人の在

留先として特に選ばれ続けていることを意味する．

しかしながら，全外国人の在留分布では，北海道は

2017 年 6 月までは Cat. V であり，2017 年 12 月に

Cat. IV となった後，2019 年 6 月まで Cat. IV のまま

である．そのため，ベトナム人が比較的集中したと

しても，必ずしも他の国籍者も集中するものでもな

いことがわかる（表 1）．さらに，2012 年 12 月末時

点から 2019 年 6 月末時点までの都道府県のクラス

タリングの変化を各国籍別に確認したところ，表 2

の通り，ベトナム人のように集中する都道府県に変

化が見られる国籍がある一方で，変化がほとんど見

られない国籍の 2 つに分類することができた． 

 

表 1 2019 年 6 月時点で北海道に在留する外国人の

統計上のクラスタリング（Cat. I：多，Cat. V：少） 

 Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V 

全 外 国 人    ●  

中 国    ●  

韓 国    ●  

ベ ト ナ ム   ●   

フ ィ リ ピ ン     ● 

ブ ラ ジ ル     ● 

インドネシア    ●  

 

表 2 集中する都道府県の経年変化 

変化あり 変化なし 

中国，ベトナム， 

インドネシア 

韓国，フィリピン， 

ブラジル 

 

3.2．考察 

金ほか（2016）によれば，日系ブラジル人の移住

形態は，血縁・地縁を頼って移住する「相互扶助型

移住システム」とは異なり，職業斡旋企業を頼って

分散移住する「市場媒介型移住システム」であると

されており，この移住形態下では，職業斡旋企業を

頼って分散移住するとされている．しかしながら，

表 2 の通り，ブラジル国籍者の都道府県単位での在

留状況は経年でもほとんど変化が見られない．その

ため，分散移住したとしても，その後は地域に根差

して結果的には「相互扶助型移住システム」に移行 
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図 3 ベトナム人の在留状況の推移 
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約5.2万人
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約6.2万人
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2015年06月
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2015年12月
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2016年06月

約17.6万人

2016年12月
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2017年06月
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2017年12月

約26.2万人

2018年06月

約29.1万人

2018年12月

約33.1万人
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約37.1万人
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している． 

一方で，金ほか（2016）によれば，先行研究で示

された大洗町の日系インドネシア人の事例では

1998 年から地域での受け入れが始まり，大洗町にお

ける定住化が進むとともに，日系人の結婚と出産に

よって日系インドネシア人コミュニティは拡大して

きた．まさに「相互扶助型移住システム」の事例で

あるが，金ほか（2016）によれば，2000 年代後半以

降，事実上インドネシアから大洗町への日系インド

ネシア人の新規流入は衰えた．また，表 2 において

はインドネシア国籍者の都道府県単位での在留状況

に経年での変化が確認できる．そのため，日系ブラ

ジル人の事例とは反対に，結果的には「市場媒介型

移住システム」に移行している． 

これらの事象から，人文社会科学分野では既存の

研究対象であっても，広く一般に公開されているデ

ータと GISを用いた定量的分析の結果について考察

を行うことで，これまでとは異なる解釈を生み出す

ことができることが分かった．このような別の解釈

が可能となれば，地方公共団体の地域振興や多文化

共生の施策にも新たな方策を盛り込むこともできる

ため，GIS を用いた分析は重要な視点を生むことと

なる． 

 

４．外国人労働者の推移 

4.1. 分析結果 

図 2 で示す通り外国人労働者数は増加しているが，

在留する外国人が全て労働に従事するものでもない．

この就労比の算出は可能であるが，算定の基礎とな

る「在留外国人統計」と「『外国人の雇用状況』の届

出状況まとめ」では調査時点がそれぞれ異なるため，

算出した就業比で精緻に数の議論を行うことは難し

い．しかし，近しい調査日を組み合わせることで，

国籍別や経年での傾向を見ることはできるため，「在

留外国人統計」の毎年 12 月末時点の数字を分母と

し，「『外国人の雇用状況』の届出状況まとめ」の毎

年 10 月末時点の数字を分子とした割合を用いて考

察を行った． 

2019 年 12 月末時点の「在留外国人統計」の数字

を分母（各国籍別の行下段）とし，2019 年 10 月末

の「『外国人の雇用状況』の届出状況まとめ」の数字

を分子（グレーの背景となっている各国籍別の行上

段）とした結果が表 3 である．なお，各列の分類は，

「『外国人の雇用状況』の届出状況まとめ」に従って

いる．また， 

● 「①専門的・技術的分野の在留資格」のうち，

「技術・人文知識・国際業務」以外 

● ②特定活動 

● 「④資格外活動」のうち「留学」以外 

● 「⑤身分に基づく在留資格」のうち「永住者」，

「日本人の配偶者等」，「永住者の配偶者等」及

び「定住者」以外 

● ⑥不明 

の各列については計算を行っていない．これは， 

● これらの各列では，入管法に基づく在留資格

の認定において個別に審査の上で認定されてい

る事例が少なくないため，試算の対象とするこ

とで全体の議論が矮小化する． 

● これらの分類について計算を行わずとも，残

りの分類の計算で各行総数の約 87.6%（韓国）

以上をカバーすることができる． 

ためである．表 3 からは，全国籍計の行で総数の列

下段に青字で示されている通り，在留外国人の約半

数（56.6%）が労働に従事していることがわかる．ま

た，ベトナム人の平均就業比のみ 97.4%と突出して

いる． 

 

4.2. 考察 

表 3 中では，各行において，各行の平均よりも高

い割合で労働に従事している在留区分には黄色でハ

イライト，うち 100%を越える在留区分にはオレン

ジでハイライト，うち 150%を越える在留区分には

赤でハイライト表示している．全国籍でも各国籍別

でも，「技術・人文知識・国際業務」，「技能実習」，

「留学」及び「日本人の配偶者等」で就業比が高い

傾向がみられるが，これら 4 在留区分のうち，前 2

者（「技術・人文知識・国際業務」及び「技能実習」）

は，就労を目的とした在留資格であるため，就労の

割合が高くなることは当然である．そのため，後 2

者（「留学」及び「日本人の配偶者等」）で就労の割 
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表 3 国籍別就労比の例（2019 年） 

 

 

合が高くなる点を考察するが，特に，近年増加が著

しいベトナム人の状況に焦点を当てるとともに，2.1.

節で示した通り，「資格外活動での労働」で就労する

外国人労働者数の割合が増加してきていることから，

「ベトナム人の『④資格外活動』の『うち留学』の

就業比」について考察を進める． 

「留学」の在留資格で在留する者が資格外活動す

る理由，すなわち，留学生がアルバイトに従事する

理由については，独立行政法人日本学生支援機構が

毎年実施している「私費外国人留学生生活実態調査」

で確認できるが，本稿執筆時点での直近の統計であ

る平成 29 年度調査では「日本での生活を維持する

ために必要だから」が 70.3%となり第 1 位となって

いる．また，前回（平成 27 年度）及び前々回（平成

25 年度）の調査でも，それぞれ 71.1%及び 69.2%で

第 1 位となっているため，一般的に留学生にとって

生活費の支弁が課題となっていることがわかる． 

次にアルバイト従事率を確認する．アルバイト従

事率についても，前述の独立行政法人日本学生支援

機構の「私費外国人留学生生活実態調査」で確認で

きる．この結果では， 

● 本稿執筆時点での直近の調査である「平成 29

年度 私費外国人留学生生活実態調査」では，

全国籍のアルバイト従事率は全体の約 7 割

（75.8%） 

とされており，前回（平成 27 年度）及び前々回（平

成 25 年度）の調査でも，それぞれ 74.8%及び 75.3%

とほぼ同じ値となっている．そこで，ベトナム人の

過去の就業の状況を確認するために比較可能な範囲

で統計をさかのぼって確認したところ，表 4 の通り

となり，一貫して比率が上昇していることが分かっ

た．また，全国籍の「私費外国人留学生生活実態調

査」でのアルバイト従事率との差も拡大しているこ

とが分かった．就業比の算出に使用している「在留

外国人統計」は中長期在留者を対象としており，す

なわち，法務大臣が発給する在留カードの対象者数

である．また，「『外国人の雇用状況』の届出状況ま

とめ」は事業主から届け出られた数値である．一方

で，「私費外国人留学生生活実態調査」は留学生から

申告された数値である．そのため，この差が発生す

る要因については，例えば，継続的ではない一度限

りのアルバイトを，事業主はアルバイトに従事する

外国人として捉えているが，留学生はアルバイトと

はみなさずに申告していないといったことも考えら

れるため，更なる考察が必要である． 

 

計
うち技術・人文

知識・国際業務
計 うち留学 計 うち永住者

うち日本人の

配偶者等

うち永住者の

配偶者等
うち定住者

1,658,804 329,034 260,556 41,075 383,978 372,894 318,278 531,781 308,419 94,167 14,742 114,453 42

2,933,137 271,999 410,972 345,791 793,164 145,254 41,517 204,787

56.6% (95.8%) (93.4%) (92.0%) (38.9%) (64.8%) (35.5%) (55.9%)

418,327 114,856 96,702 4,938 86,982 99,510 84,014 112,040 77,652 18,191 5,722 10,475 1

813,675 90,766 82,370 144,264 273,776 30,321 17,002 28,822

51.4% (106.5%) (105.6%) (58.2%) (28.4%) (60.0%) (33.7%) (36.3%)

69,191 31,208 27,654 3,880 62 9,021 7,891 25,019 17,674 5,576 479 1,290 1

165,098 27,388 0 17,732 72,391 12,798 2,162 7,208

41.9% (101.0%) N/A (44.5%) (24.4%) (43.6%) (22.2%) (17.9%)

401,326 49,159 45,114 6,196 193,912 137,410 130,893 14,646 6,585 3,230 1,323 3,508 3

411,968 51,713 218,727 79,292 17,186 4,601 2,047 5,646

97.4% (87.2%) (88.7%) (165.1%) (38.3%) (70.2%) (64.6%) (62.1%)

179,685 11,579 7,856 5,121 34,965 2,819 2,099 125,197 73,572 18,429 2,776 30,420 4

282,798 8,150 35,874 3,262 131,933 26,699 6,838 54,359

63.5% (96.4%) (97.5%) (64.3%) (55.8%) (69.0%) (40.6%) (56.0%)

135,455 1,071 706 49 129 263 211 133,943 63,738 18,078 1,077 51,050 0

211,677 671 6 642 112,440 18,427 4,249 73,536

64.0% (105.2%) (2150.0%) (32.9%) (56.7%) (98.1%) (25.3%) (69.4%)

51,337 4,759 3,261 2,976 32,480 5,291 5,002 5,830 2,963 1,462 140 1,265 1

66,860 3,511 35,404 7,512 6,662 2,126 332 2,238

76.8% (92.9%) (91.7%) (66.6%) (44.5%) (68.8%) (42.2%) (56.5%)

全国籍計

中国

（香港等を含む）

韓国

（特別永住者を除く）

フィリピン

ベトナム

インドネシア

ブラジル

①専門的・技術的分野の

在留資格
④資格外活動 ⑤身分に基づく在留資格　

総　　数 ②特定活動 ③技能実習 ⑥不明
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表 4 ベトナム人留学生の就業比の経年変化と「私

費外国人留学生生活実態調査」でのアルバイト従事

率との比較 

年 

ベトナム人

留学生の就

業比（A） 

全国籍の

「私費外国

人留学生生

活実態調

査」でのア

ルバイト従

事率（B） 

差分 pt 

（A-B） 

2019 年（令和元年） 165.1% － － 

2018 年（平成 30 年） 149.0% － － 

2017 年（平成 29 年） 136.3% 75.8% 60.5pt 

2016 年（平成 28 年） 119.4% － － 

2015 年（平成 27 年） 97.6% 74.8% 22.8pt 

2014 年（平成 26 年） 67.0% － － 

2013 年（平成 25 年） 43.7% 75.3% △31.6pt 

2012 年（平成 24 年） 39.9% － － 

 

また，入管法上の規定では，留学生には原則週 28

時間以内の資格外活動（アルバイト）が許可されて

いるが，アルバイト時間数に関する調査資料には，

前述の独立行政法人日本学生支援機構の「私費外国

人留学生生活実態調査」の他，厚生労働省の「賃金

構造基本統計調査」がある．これらの結果では， 

● 本稿執筆時点での直近の調査である「平成 29

年度 私費外国人留学生生活実態調査」では， 

・ 奨学金受給者のアルバイト時間数は，全体

では「週 20 時間以上 25 時間未満」が 429 人

（28.1%）と最も多い 

・ 奨学金非受給者のアルバイト時間数は，全

体では「週 20 時間以上 25 時間未満」が 1,106

人（39.6%）と最も多い 

とされている． 

● 同じく本稿執筆時点での直近の調査である

「令和元年賃金構造基本統計調査」では，週換

算で約 18.6 時間となる． 

であるため，前述のアルバイト従事率に関する調査

資料との乖離を踏まえると，実体として，ベトナム

人留学生は，複数のアルバイト先で就労し，合計し

て全国籍の留学生のアルバイト従事時間のおよそ 2

倍となる週 40～50 時間程度の勤務を行っていると

解釈することもできる． 

そのため，以上を踏まえると， 

● ベトナムは経済成長が著しい国であるとはい

え，来日する者の増加に伴い，金銭的に十分な

余裕があるわけではない層までもが来日するよ

うになり，必要に迫られた結果，ベトナム人留

学生がアルバイトを掛け持ちするといった方法

も含めて労働力を供給するようになった． 

● 企業側でも他国籍者よりもベトナム人のアル

バイト雇用を選好する何らかのニーズがある． 

ことも考えられるため，日本国内での求人倍率等の

地域性及びベトナム国内の出身地の経済状況等の地

域性を，GIS のデジタル地図上での可視化の結果を

考慮しつつ検証するなど，更なる考察が必要である． 

 

５．結論と今後の研究課題 

国勢調査の個票データといったビッグデータを解

析することなく，広く一般に公開されているデータ

から外国人の在留状況を示すことができたとともに，

外国人労働者の国籍別の特徴を明らかにすることが

できた．特に，人文社会科学分野での既存の研究対

象に，広く一般に公開されているデータと GIS を用

いた定量的分析の結果について考察を行うことで，

これまでと異なる解釈を生み出すことを示すことが

できた．今後は，国籍間での相違及び在留資格別の

相違の考察を更に進めるとともに，今回明らかとな

った経年での傾向，都道府県間のクラスタリング等

と地域経済との関連等について GISを用いて明らか

にする．特に，現下の新型コロナウイルス感染症禍

が外国人に与える影響についての考察が大きな課題

である． 
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